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第1章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

1.1 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」（平成9年6月13日法律第81号、最終改正：令和2年6月10日）第16条の規定

に基づき、一般（住民等）に対し、環境の保全の見地からの意見を求めるため環境影響評価準

備書（以下、「準備書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書及びこれを要

約した書類（以下、「要約書」という。）を公告の日から起算して一月間縦覧に供するとともに、

インターネットの利用により公表した。 

 

1.1.1 準備書の公告・縦覧 
 1．公告の日 

令和 6年 3月 15 日(金) 

 

1.1.2 公告の方法 
令和 6 年 3 月 15 日(金)付の日刊新聞紙（南日本新聞及び熊本日日新聞）に公告を掲載し

た（別紙 1 参照）。また、上記の公告に加え、事業者のウェブサイトに情報を掲載した（別

紙 2参照）。さらに、熊本県では「熊本県公報 第 13314号」、出水市では「広報いずみ（2024

（令和 6 年）3 月号）」、水俣市では「広報みなまた（2024 年 3 月号）」にお知らせを掲載し

た（別紙 3参照）。 

 

1.1.3 縦覧場所 
自治体庁舎等８ヵ所において準備書及び要約書（以下、「準備書等」という。）を縦覧に供

するとともにインターネット利用による公表を行った。 

 

 1．自治体庁舎等 

・出水市役所本庁舎 1階ロビー ：鹿児島県出水市緑町 1-1-3 

・出水市役所高尾野支所 ：鹿児島県出水市高尾野町大久保 7 

・出水市役所野田支所 ：鹿児島県出水市野田町下名 7035 

・鹿児島県庁 13 階環境林務課 ：鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10-1 

・熊本県庁行政棟本館 1階情報プラザ ：熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

・水俣市役所 2階環境課窓口 ：熊本県水俣市陣内 1丁目 1-1 

・水俣市立図書館 1階貸出窓口 ：熊本県水俣市浜町 2丁目 10-26 

・水俣市湯の鶴温泉保健センター ：熊本県水俣市湯出 1532-2 

 

 2．インターネットの利用 

事業者ウェブサイトに準備書等を掲載するとともに、鹿児島県、熊本県、水俣市のウェブサ

イトから準備書等を閲覧可能とした（別紙 4参照）。 
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1.3 環境影響評価準備書についての意見の把握 

1.3.1 意見書の提出期間 
令和 6 年 3 月 15 日(金)から 4 月 30 日(火)までとした。（郵送の受付は最終日の消印まで

有効とした。） 

 

1.3.2 意見書の提出方法 
環境の保全の見地からの意見について、次の方法により受け付けた（別紙 5参照）。 

・縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

・事業者への郵送等による書面の提出 

 

1.3.3 意見書の提出状況 
意見書（環境の保全の見地からの意見）の提出は 89通であった。 
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別紙 1 

 

日刊新聞紙に掲載した公告 

 

■令和 6年 3 月 15日 

・南日本新聞 

 

 

■令和 6年 3 月 15日 

・熊本日日新聞 
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別紙 2 

 

事業者ウェブサイトに掲載したお知らせ（1/3） 
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事業者ウェブサイトに掲載したお知らせ（2/3）
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事業者ウェブサイトに掲載したお知らせ（3/3）
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別紙 3 

 

自治体広報紙等 

 

■熊本県公報 第 13314号 令和 6年（2024年）3月 15日（金） 
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■広報いずみ（2024（令和 6年）3月号） 

 
■広報みなまた（2024年 3月号） 
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別紙 4－1 

 

自治体ウェブサイト 

 

鹿児島県ウェブサイト(1/4) 
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鹿児島県ウェブサイト(2/4) 
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鹿児島県ウェブサイト(3/4) 
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鹿児島県ウェブサイト(4/4) 
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 別紙 4－2 

 

熊本県ウェブサイト（1/2） 
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熊本県ウェブサイト（2/2） 
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別紙 4－3 

 

 

水俣市ウェブサイト(1/2) 
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水俣市ウェブサイト(2/2) 
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別紙 5 

 

意見書の様式 
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■意見 No.66に係る添付図表 
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■意見 No.89 に係る添付図表(1/6) 
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■意見 No.89 に係る添付図表(2/6) 
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■意見 No.89 に係る添付図表(3/6) 
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■意見 No.89 に係る添付図表(4/6) 
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■意見 No.89 に係る添付図表(5/6) 
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■意見 No.89 に係る添付図表(6/6) 

 






